
◎戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法

律 
（令和七年三月三一日法律第一八号）   

一、 提案理由（令和七年三月二一日・衆議院厚生労働委員会） 

○福岡国務大臣 ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたし

ます。 

 戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十年といっ

た特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は、戦後八十

年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給

しようとするものであります。その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦

没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別

弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであ

ります。 

 また、特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先

を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更することとしております。 

 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としておりま

す。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに御可決いただきますことをお願い申し上げます。 

二、 衆議院厚生労働委員長報告（令和七年三月二七日） 

○藤丸敏君 ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一

部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申

し上げます。 

 本案は、令和七年が戦後八十年に当たることから、戦没者等の遺族に対し改めて弔慰

の意を表するため、令和七年四月一日及び令和十二年四月一日における戦没者等の遺族

で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないもの

に対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債をそれぞれ支給しよう

とするものであります。 

 本案は、去る三月十九日本委員会に付託され、二十一日福岡厚生労働大臣から趣旨の

説明を聴取し、昨日質疑を行いました。 

 同日、質疑を終局したところ、立憲民主党・無所属より、本案に対し、令和十二年四

月一日における戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関する規定を削除すること

等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもっ

て否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ



ります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月二六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要

な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。 

二 特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることな

く、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。 

三 特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであるこ

と、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表

すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族

の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給

方法の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずる

こと。 

四 戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び

教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更

なる強化を図ること。 

三、 参議院厚生労働委員長報告（令和七年三月三一日） 

○柘植芳文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、戦後八十年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、公務扶助

料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金を支

給しようとするものであります。 

 委員会におきましては、特別弔慰金制度の趣旨、特別弔慰金の支給の在り方、今後の

援護施策の取組等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願い

ます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月三一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要

な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。 

二、特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることな



く、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。 

三、特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであること、

受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべ

き者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族の心

情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給方法

の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。 

四、戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び

教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更

なる強化を図ること。 

五、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、一柱でも多くの戦

没者の遺骨を早期に遺族に引き渡せるよう、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に

基づき、遺骨収集の加速化を図ること。 

 右決議する。 


